
契 約 書 （案） 

 

福井県国民健康保険団体連合会（以下「甲」という。）とと○○○○株式会社（以下「乙」と

いう。）とは、次期特定健診等データ管理システムに係る導入・運用保守・保険者端末等機器入

替業務について、甲乙の間に次の条項により契約を締結する。 

 

第１条 （契約の内容） 

契約する委託業務、仕様、契約金額、契約期間は次のとおりとする。 

（１）委託業務  次期特定健診等データ管理システムに係る導入・運用保守・保険者端末等

機器入替業務 

（２）仕様   「次期特定健診等データ管理システムに係る導入・運用保守・保険者端末等

機器入替業務（令和 7年 7月）」のとおり 

（３）契約金額  総額 金○○○○円也 

         （うち消費税および地方消費税額 金○○○円） 

（４）契約期間  契約締結日から令和 8年 3月 31日まで 

（５）契約保証金 免除     

 

第２条 （再委託の禁止） 

乙は、委託業務を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、もしくは

請け負わせてはならない。ただし、乙が事前に書面により届出を行い、甲の承諾を得た場合

はこの限りでない。 

 

第３条 （業務完了の通知） 

  乙は、委託業務が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。 

 

第４条 （作業場所等） 

  乙の従業員は、作業のために甲の作業場所に立ち入ることができるものとし、その立ち入

りに際して、乙の従業員は甲の指示に従って業務を執行するものとする。 

２ 乙の従業員は、甲が発行する入室許可証および乙が発行する身分証明書を常時携帯し、甲

の請求があったときには、これを提示しなければならない。 

 

第５条 （著作権） 

  甲から乙へ提供された資料等（文書、入出力帳票および記録媒体を含む。）、乙が作成し甲

へ提出した資料等（文書、入出力帳票および記録媒体を含む。）は甲に帰属するものとし、乙

は著作者人格権を行使しないものとする。なお、著作者人格権を行使しようとする場合は、

甲の承諾を得るものとする。 

 



第６条 （秘密保持義務） 

 甲および乙は、委託業務のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上

の情報のうち、甲が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密

である旨を示して開示した情報で開示後 30日以内に書面により内容を特定した情報（以下あ

わせて「秘密情報」という。）を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか

一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲および乙は秘密情報のうち法令

の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することがで

きるものとする。 

（１）秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 

（２）秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

（３）相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

（４）本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

２ 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の

範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものと

する。 

４ 甲および乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自（本契約に基づき

乙が再委託する場合の再委託先を含む。）の役員および従業員に限り開示するものとし、本契

約に基づき甲および乙が負う秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役

員および従業員に退職後も含め課すものとする。 

５ 秘密情報の提供および返却等については、第７条（資料の管理）を準用する。 

６ 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、第８条（個人情報の管理）の規定

が本条の規定に優先して適用されるものとする。 

７ 本条の規定は、本契約期間はもちろんのこと、期間経過後および契約の解除後においても

他の者に漏洩してはならない。 

 

第７条 （資料の管理） 

  乙は、甲から提供された資料等（文書、入出力帳票および記録媒体を含む。）について、以

下のとおり、適切な管理を行うものとする。 

（１）業務以外の用途に使用してはならない。 

（２）甲の事前の承諾なくして、複写・複製し、または他の者に提供してはならない。また、

甲の指定した場所以外に持ち出してはならない。 

（３）業務上不要となったときは、速やかに甲に返還し、もしくは事前に甲に承諾を得て廃棄

しなければならない。廃棄をする場合は、当該資料に記録されている情報が判読できないよ

う必要な措置を講じるとともに、速やかに甲に対してその証明書を発行しなければならない。 

  



第８条 （個人情報の管理） 

 甲は、乙の業務上において必要がある場合は、甲の保有する個人データを乙に預託するこ

とができる。 

２ 乙は、甲から個人データを預託された場合は、個人情報保護管理者を定め、乙および乙の

従業員が個人情報に関する秘密を保持するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、事前に書面による甲の同意を得ないで、預託された個人データを他の者に開示、預

託または提供してはならない。 

４ 乙は、預託された個人データを甲の認めた用途のみで使用するものとし、それ以外の用途

で使用してはならない。 

５ 乙が本条の規定に違反して、預託された個人データを漏洩し、甲または第三者に損害を与

えた場合には、乙は甲または第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。 

６ 本条の規定は、本契約終了後においても同様とする。 

 

第９条 （事故等の報告） 

乙は、業務上支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に

報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告書および今後の対処方針を提出

するものとする。 

 

第１０条 （検査等） 

 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務内容等を記入し、甲に届け出なければならな

い。 

２ 甲は、乙から前項の届出を受けたときは、関係書類に基づいて検査を行い、委託業務履行

の完了の確認をしなければならない。 

３ 甲は、検査の結果、契約に違反し、または不当であると認めたときは、乙に対して修繕を

求めることができる。この場合において甲は、乙から修繕が完了した旨の届出を受けたとき

は、前項の規定により検査を行うものとする。 

 

第１１条 （料金の請求および支払方法） 

 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、第１条（３）の契約金額に基づき、令和

8年 4月 10日までに甲に請求する。 

２ 甲は、前 1 項の規定に基づき、乙から適法な支払請求書を受理した日の翌月末日までに契

約金を支払うものとする。 

 

第１２条 （消費税） 

 消費税額の算定において、円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとす

る。 

２ この契約に適用されている税率および算定方法が、将来の法改正等により変更された場合



は、消費税額は変更されるものとする。 

 

第１３条 （遅延利息） 

 乙は、甲が自己の責めに帰すべき理由により契約金の支払いを遅延した場合においては、

甲に対して、適法な支払期日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）第 8条の規定により定められた割合

で計算した金額を遅延利息として請求することができる。 

２ 甲は、乙が納入期限までに物品を納入しない場合においては、納入期限の翌日から起算し

て納入の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第 8 条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として乙から徴収す

ることができる。 

 

第１４条 （契約の変更） 

 甲は、必要と認めるときは、乙に対して書面により契約の内容の一部を変更し、または納

入を一部中止することができる。この場合において、納入期限の変更または契約金額の変更

は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 前項の場合において、乙の要した費用については、甲は、乙に対して補償するものとする。

この場合の補償額は、乙の要した費用の範囲内において甲乙協議して定めるものとする。 

 

第１５条 （権利または義務の譲渡） 

  乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはなら

ない。ただし、特別の事情により甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

第１６条 （契約の解除） 

甲および乙は、文書により 3 か月前までの予告をもって、本契約を解除できるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第 1 条および第 11 条の支払いに関し、新たな年度において甲

の予算が措置されなかった場合は、本契約は解除するものとする 

３ 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部または一部を解除することができる。

この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 

（１）乙の責めに帰すべき理由により、乙がこの契約の条項に違反した場合または乙がこの

契約を履行する見込みがないと甲が認めた場合。 

（２）乙から契約解除の申し出があったとき。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 

6 号に規定する暴力団員または同上第 2 号に規定する暴力団員もしくは暴力団員と密接な

関係を有していると認められるとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は契約金額の 10 分の 1 に相当する額

を違約金として甲に支払わなければならない。 



５ 本条第１項の規定により契約が解除され、甲に損害が生じたときは、乙は、損害賠償の責を

負う。 

第１７条 （契約不適合責任） 

甲の検査完了後、納入物、成果物について仕様書、見積書に適合しない内容（以下「契約

不適合」という）が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の補修請求をすること

ができる。乙は自己の責任と負担において、甲の指定した方法による契約不適合の補修をす

るものとする。但し、契約不適合が甲の提供した資料等または甲の与えた指示等乙の責に帰

さない事由によって生じたときは適用しない。 

２ 合理的な範囲で、乙が前項の補修を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の契約不適合が

補修されなかった場合、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。も

しくは、当該契約不適合に起因して甲に生じた損害につき、甲および乙はその損害額等につ

いて協議のうえ、乙は賠償責任を負うものとする。  

３ 甲は契約不適合の事実を確認した場合は、速やかに乙に通知するものとし、甲が乙に通知を

しないときは、乙は契約不適合責任を負わないものとする。本条により乙が責任を負う期間

は、甲の検査完了日から１年間とする。 

 

第１８条 （合意管轄） 

  本契約に関し訴訟が生じた場合の管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする裁

判所とする。 

 

第１９条 （協議事項） 

  本契約に定めのない事項または本契約に定められている条項について疑義が生じたと 

きは、信義誠実の原則に基づき、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各々１通を保有する。 

 

令和 7年  月  日 

 

甲．福井県福井市西開発 4丁目 202番 1 福井県自治会館 4階 

福井県国民健康保険団体連合会 

理事長 南 英治 

 

乙．○○県○○○○○○○○○○○○ 

                      株式会社○○○○○○○○ 

代表取締役社長 ○○○○ 


